
拘置所等出所後の初回相談における回復プログラム体験（お試しプログラム）の実施

【目的】
薬物事犯の初犯者（対象者）に対し薬務課のコーディネーターが連携機関で実施されている回復プログラムを説明し、受講を勧
めるが、対象者が内容をイメージし難いため回復プログラムにつながりにくいことが課題となっていた。
このため拘置所、留置場から出た後の早期の段階で対象者にマンツーマンの回復プログラム体験を提供することで、プログラム
への参加につなげる。
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・派遣スタッフが進行、コー
ディネーターが補助
・場所は対象者住所付近
の会議室等
・SMARPP Fukuokaのワー
クブックを使用
・スタッフ打ち合わせ、振
り返り込みで３時間程度
・報償費・旅費を県が支給

プログラム等実施機関

【期待される効果】
○回復プログラムへの理解促進による各機関が実施している回復プログラム等への参加増
○回復プログラム参加までの期間短縮
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